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１ 【提出理由】

　　平成29年１月24日に提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書の記載のうち、「提出理由」についてよ

り詳細に記載する必要があり、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

 

２ 【訂正内容】

　　訂正箇所は下線で示しております。

 

１ 【提出理由】

　　<訂正前>

　　平成27年９月８日に提出した外国会社臨時報告書、平成27年12月17日に提出した外国会社臨時報告書の

訂正報告書及び平成28年11月18日に提出した外国会社臨時報告書につき、記載内容の一部に訂正すべ

き事項及び平成29年１月11日に確定した事項があったため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定

に基づき本外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

　　<訂正後>

　　平成28年11月18日に提出した外国会社臨時報告書につき、割当予定先の当社との関係の記載における割

当予定先の保有する当社株式数の記載に誤りがあったためこれを訂正し、及び予め定められていた条

件が成就し対象株式が発行されたことにより、発行日等、平成29年１月11日に確定した事項があった

ため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき本外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。
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